
 

 市町村又はコミュニティ毎に確保 

 除染特別地域（警戒区域、計画的避難区域）では、市町村の

協力を得つつ環境省が確保 

 それ以外の地域では、国が財政的・技術的な責任を果たしつ

つ、市町村が確保 

 

 除染に伴って大量の土壌・廃棄物が発生する福島県にのみ

中間貯蔵施設を確保（県外から持ち込まない） 

 他の都道府県においては、各都道府県内で廃棄物等の処分

を推進 

 中間貯蔵施設の建設に至るステップを工程表（ロードマップ）

として示し、平成２４年度内に場所を選定 

 （場所は、保管物、量、保管方法を明らかにして検討、調整） 

 除染の必要性から、長期間利用するが、中間貯蔵開始後３０

年以内に、福島県外で最終処分を完了 

 

①平成２３年１１月～ モデル事業の実施 

②平成２４年１月～ 本格的除染の開始 
(平成24年1月1日放射性物質環境汚染対処特措法全面施行) 

除染等のロードマップのポイント 

資料１ 

③仮置き場での保管  ３年程度 

④中間貯蔵施設への搬入開始 
（仮置場への本格搬入開始から３年程度をめど） 


